
O s a k i  T o w n大崎町役場（代表） ☎099-476-1111

大崎町医療相談アプリ「LEBER」をご存じですか？

※ アプリの登録には事前に登録番号が必要です。登録番号のお渡しは役場開庁日8：30 〜 17：00ですので、日
数に余裕をもって事前に登録してください。
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問�健康増進係（134～ 136）保健福祉課 健康かわら版
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　大崎町では令和６年度より、未就学児のお子さんがいる世帯の方は、医療相談アプリ「LEBER」が
利用できるようになりました。24時間、何度でも医師に無料で相談することができるアプリです。
　急に発熱したり、けがをして病院に行くほ
どではないけど心配という時など、医療相談
アプリ「LEBER」で相談してみませんか？
　対象の世帯には、案内文を送付しています。
ご不明な点は、下記問い合わせ先までご連絡
ください。
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